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要
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返
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一　

は
じ
め
に

㈠　

問
題
の
所
在

　

日
本
国
憲
法
二
三
条
の
解
釈
論
で
は
、
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障（
1
）論が

、
い
ま
な
お
中
心
的
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

次
の
よ
う
に
解
さ
れ
よ
う

―
そ
も
そ
も
、
思
想
・
良
心
の
自
由
や
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
学
問
の
自
由
を
、
別
途
の
憲

法
規
範
を
も
っ
て
保
障
す
る
必
要
性
は
な（
2
）い。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
問
の
自
由
を
あ
え
て
憲
法
上
保
障
し
た
の
は
、
学
問
の
担
い

手
た
る
「
大
学
」
と
い
う
制
度
、
な
ら
び
に
、
そ
こ
で
歴
史
的
・
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
あ
る
種
の
自
治
慣
行
を
憲
法
上

0

0

0

保
障
す
る

こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
を
議
会
法
律
や
行
政
実
務
に
よ
っ
て
改
廃
す
る
の
を
禁
ず
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
ね
て
か
ら
、
学
問
の
自
由
は

―
そ
の
歴
史
的
沿
革
を
重
視
し
て

―
、
大
学
の
自
治
（
と
い
う
制
度
的
保

障
）
と
「
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る（
3
）が、

今
日
の
「
大
学
改
革
の（
4
）波」

の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の

適
切
さ
が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
。

㈡　

新
た
な
視
点
の
必
要
性

　

そ
も
そ
も
、
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
と
は
何
か
。
こ
の
点
、
二
〇
年
以
上
前
に
な
さ
れ
た
奥
平
康
弘
の
次
の
指
摘
が
、
こ
ん
に
ち

に
お
い
て
も
な
お
、
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
現
状
は
、
…
…
確
立
し
た
内
容
を
持
つ
自
治
慣
行
が
そ
れ
と
し
て
存
続
し
遵
守
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
概
念
の
内
包
も
外

延
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
『
大
学
の
自
治
』
コ
ン
セ
プ
ト
が
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
、
そ
れ
と
な
く
機
能
し
て
い
る
と
い
う
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法
社
会
学
的
な
事
実
の
現
れ
で
あ
る
ら
し
く
思
え（
5
）る」。

　

独
自
の
歴
史
的
背
景
か
ら
か
、
近
時
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
憲
法
学
で
「
学
問
の
自
由
」
と
い
え
ば
、（
大
学
構
内
へ
の
警
察
の
立
ち
入
り

な
ど
）
そ
の
国
家
的
介
入
ば
か
り
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
て
き（
6
）た。
そ
し
て
そ
の
際
、
大
学
の
自
治
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
、
批
判
的
検
討

に
晒
さ
れ
ず
に
「
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
」
唱
え
ら
れ
て
き
た
感
が
否
め
な
い
。

　

近
時
の
改
革
動
向
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ぶ

―
大
学
執
行
部
へ
の
権
限
集
中
が
進
み
、
競
争
原
理
が
導
入
さ
れ
、

（
学
生
と
い
う
）
顧
客
集
め
に
奔
走
せ
ざ
る
を
得
な
い
大
学
で
、
固
有
法
則
性
に
基
づ
い
た
自
由
な
学
問
プ
ロ
セ
ス
を
脅
か
し
て
い
る
の
は
、

国
家
の
み
で
は
な
く
、
経
済
や
メ
デ
ィ
ア
（

≒
社
会
の
声
）
と
い
う
他
の
社
会
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い（
7
）か。
こ
の
点
、
個
人
の
「
学
問
の
自

由
」
と
「
大
学
の
自
治
」
以
外
の
論
理
を
持
た
な
い
日
本
の
憲
法
学
説
は
、
典
型
的
に
は
、
大
学
内
部
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

／
研
究
者
個
人
の

0

0

0

0

0

0

自
由

な
学
問
営
為
の
保
障
と
い
う
問
題
を
蔑
ろ
に
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

現
在
の
学
問
が
置
か
れ
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、

―
大
学
の

0

0

0

自
由
で
は
な
く

―
学
問
の

0

0

0

自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
三
条
に
つ
い
て
、

大
学
の
自
治
と
は
異
な
る
新
た
な
視
点
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ（
8
）る。

㈢　

議
論
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
の
意
義

―
本
稿
の
目
的

　

本
稿
で
は
、
制
度
的
保
障
論
の
母
国
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
成
立
・
発
展
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
。
日
本
で
は
、
上
述
の
通
り
、

《
国
家
・
対
・
学
問
（

≒

大
学
）》
と
い
う
構
図
を
前
提
と
し
て
、「
大
学
の
自
治
」
の
概
念
に

―
学
問
の
自
由
か
ら
離
れ
た

―
固
有

の
価
値
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
文
脈
で
、
制
度
的
保
障
の
理
論
が
用
い
ら
れ
て
き
た
（
そ
の
結
果
と
し
て
、
大
学
内
部
に
お
け
る
学
問
の
自
由
保

障
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
大
学
の
組
織
構
造
に
関
す
る
理
論
は
、
近
時
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
進
展
を
見
な
か
っ（
9
）た）。
し
か
し
、
日
本
が
主
と
し
て

参
照
し
て
き
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
大
学
の
自
治
は

―
と
り
わ
け
戦
後
の
学
生
運
動
の
時
期
を
境
と
し
て

―
そ
れ
自
体
固
有
の
価
値
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を
持
つ
制
度
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
学
問
の
自
由
と
い
う
個
人
権
の
制
度
的

0

0

0

0

0

0

0

・
客
観
法
的
支
え

0

0

0

0

0

0

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と

を
、
本
稿
で
示
し
た
い
と
思
う
。

　

や
や
迂
遠
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
歴
史

―
と
り
わ
け
、
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障

論
の
生
い
立
ち

―
を
、
正
確
に
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
考
察
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
期
お
よ
び

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
に
お
け
る
学
問
の
自
由
を
巡
る
議
論
に
つ
き
概
観
し
た
の
ち
（
二
）、
学
問
の
自
由
の
制
度
的
理
）
10
（

解
が
生
ま
れ
た

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
後
期
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
も
含
め
て
考
察
す
る
（
三
）。
続
い
て
、
戦
後
に
お
け
る
議
論
の
継
承
と
、
一
九
六

〇
年
代
後
半
の
学
生
運
動
に
端
を
発
す
る
議
論
の
転
換
に
つ
き
検
討
す
る
（
四
）。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
き

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
（
五
）。

二　

学
問
の
自
由
の
《
空
転
》

―
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期

　

大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
論
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
生
ま
れ
た
。
も
っ
と
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲

法
制
定
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
理
解
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
に
は
、
学
問
の
自
由
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
期

の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
制
度
的
保
障
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
以
下
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
の
憲
法
史
に
お
け

る
学
問
の
自
由
保
障
を
概
観
し
た
う
え
で
（
㈠
）、
プ
ロ
イ
セ
ン
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
の
学
問
の
自
由
解
釈
の
特
徴
を
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
（
㈡
）。㈠　

ド
イ
ツ
憲
法
史
に
お
け
る
学
問
の
自
由
保
障

　

ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
一
〇
年
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
を
も
っ
て
、
大
学
の
自
治
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
）
11
（

る
。
し
か
し
、
一
八
一
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九
年
の
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議
は
、
大
学
に
対
す
る
国
家
監
督
を
徹
底
的
に
強
化
し
、
そ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
七
教

授
事
件
等
の
い
く
つ
か
の
学
者
弾
圧
事
件
が
生
じ
る
こ
と
と
な
）
12
（

る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
、
学
問
の
自
由
は
、（
大
学
教
員
が
多

数
を
占
め
る
）
い
わ
ゆ
る
「
教
授
議
会
（Professorenparlam

ent

）」
の
審
議
を
経
）
13
（
て
、
一
八
四
九
年
パ
ウ
ル
教
会
憲
法
（
一
五
二
条
）、
そ

し
て
一
八
五
〇
年
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
お
い
て
、
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
）
14
（
た
（
二
〇
条
：「
学
問
お
よ
び
そ
の
教
授
は
自
由
で
あ

る
）
15
（

。」）。
も
っ
と
も
、
そ
の
自
由
が
「
法
的
輪
郭
を
獲
得
し
）
16
（

た
」
の
は
そ
の
後
、
一
九
一
九
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
で
あ

る
。
同
憲
法
で
は
、
学
問
の
自
由
が
芸
術
の
自
由
と
並
べ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
保
護
・
奨
励
の

役
割
が
明
文
化
さ
れ
た
（
一
四
二
条
：「
芸
術
、
学
問
及
び
そ
の
教
授
は
自
由
で
あ
る
。
国
は
、
こ
れ
に
保
護
を
与
え
、
そ
の
奨
励
に
関
与
す
）
17
（

る
。」）。

㈡　

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
／
公
務
員
と
し
て
の
大
学
教
員
の
義
務

　

上
述
の
通
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
学
問
の
自
由
解
）
18
（
釈
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
も
ま
た
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
（G

rundsatz der G
esetzm

äßigkeit der Verw
altung

）
を
確
認
す
る

も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い

―
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
に
対
抗
し
う
る
も
の
で
は
な
い

―
と
解
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
（Anschütz
）
は
、
そ
の
権
威
あ
る
注
釈
書
の
第
一
版
（
一
九
二
一
年
）
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
芸
術
・
学
問
の
自
由
が
意
味
す
る
の
は
、
行
政
機
関
が

0

0

0

0

0

、
法
的
根
拠
な
く
し
て
…
…
学
問
の
研
究
・
教
授
の
活
動
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
介
入
を
行
っ
た
り
、
認
め
た
り
す
る
こ
と
が
立
法
者
に
対
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

禁
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
な
）
19
（
い
」。（
傍
点
栗
島
）
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こ
の
よ
う
な
理
解
の
前
提
に
は
、
周
知
の
通
り
、
基
本
権
違
反
の
立
法
に
つ
い
て
、
違
憲
＝
無
効
と
さ
れ
得
な
い
と
い
う
理
解
が
存
在

し
て
い
る
（
基
本
権
の
空
転
〔Leerlauf

〕）。
と
り
わ
け
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
に
は
、
基
本
権
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
命
題
と
し
て
の
性
格
が
強
調

さ
れ
て
お
り
、
立
法
者
が
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
支
配
的
で
な
か
っ
）
20
（
た
。
当
時
の
通
説
を
牽
引
し
た
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
や

ト
ー
マ
（Thom

a

）
は
、
憲
法
が
定
め
た
政
治
装
置
に
全
幅
の
信
頼
を
置
き
、
そ
れ
ゆ
え
立
法
者
が
憲
法
に
よ
り
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
と

い
う
考
え
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
）
21
（

る
。
こ
の
こ
と
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
の
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
妥
当
し

た
。

　

ト
ー
マ
は
、
一
九
二
五
年
の
論
文
に
お
い
て
、
学
問
の
自
由
の
保
障
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
は
、「
職
業
と
し
て
行
わ
れ
る
学
問
的
教
育
と
は
異
な
っ
た
、
純
粋
な
教
授
（Lehre

）
の
み
を
、
つ
ま
り
、
一
般

権
力
関
係
（allgem

eines G
ew
altverhältnis

）
に
あ
る
自
由
な
市
民
に
よ
る
教
授
の
み
を
、
保
障
す
る
。
…
…
た
し
か
に
大
学
教
員
は
…
…
、
私
人

と
し
て
、
住
居
・
講
堂
・
会
議
で
教
授
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
四
二
条
の
保
障
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
が
、
国

家
公
務
員
と
し
て
、
権
威
あ
る
教
壇
に
お
い
て
（ex cathedra

）
行
う
教
授
は
、
一
四
二
条
の
保
護
を
受
け
ず
、
州
公
務
員
法
の
規
定
が
適
用
さ 

れ
）
22
（

る
」。

　

こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
通
り
、
ト
ー
マ
は
、
大
学
教
員
が
国
家
公
務
員
と
し
て
活
動
す
る
限
り
で
、
彼
（
女
）
ら
は
、
他
の
公
務
員
と

同
様
、
意
見
表
明
の
自
由
の
制
約
が
許
容
さ
れ
る
と
考
え
た

―
そ
う
解
す
れ
ば
、
一
四
二
条
は
、（
学
問
の
中
心
で
あ
る
は
ず
の
）
大
学

0

0

に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

条
文
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　

ま
た
、
当
時
の
大
学
の
国
家
監
督
の
実
務
も
、
極
め
て
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
）
23
（
た
。
た
し
か
に
、
国
立
大
学
を
単
な
る
国
の
営
造
物

と
み
な
す
見
）
24
（

解
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
は
も
は
や
例
外
的
に
し
か
主
張
さ
れ
な
か
っ
）
25
（

た
。
し
か
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
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（
一
七
九
四
年
）
の
規
）
26
（
定
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
国
立
大
学
は
営
造
物
（Anstalt

）
と
団
体
（Korporation, Körperschaft

）
の
性
格
を

併
せ
持
っ
た
も
の
と
す
る
見
）
27
（

解
が
有
力
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
引
き
継
が
れ
た
啓
蒙
主
義
的
・
実
証
主
義
的
国
法
学
の
も
と
で
、
国

家
に
よ
る
大
学
の
監
督
は
極
め
て
広
範
に
行
わ
れ
て
い
）
28
（
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
や
ト
ー
マ
ら
の
通
説
に
お
い
て
は
、
と
り
た

て
て
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

三　

学
問
の
自
由
の
制
度
的
理
解
の
誕
生
・
受
容

　

こ
の
よ
う
な
背
景
状
況
を
踏
ま
え
て
、
一
九
二
七
年
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
に
お
け
る
ス
メ
ン
ト
（Sm

end

）
の
報
告

が
理
解
さ
れ
う
）
29
（

る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
う
え
で
（
㈠
）、
学
説
に
お
け
る
受
容
と
発
展
の
過
程
を
み
て
み
た
い
（
㈡
）。

㈠　

一
九
二
七
年
・
ス
メ
ン
ト
報
告

―
「
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権
」
と
大
学
人
の
身
分
特
権

　

ス
メ
ン
ト
の
報
告
は
、
直
接
に
は
意
見
表
明
の
自
由
（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
一
八
条
）
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
、

公
務
員
の
意
見
表
明
の
自
由
制
約
に
つ
い
て
論
じ
る
文
脈
で

―
第
一
報
告
者
の
ロ
ー
テ
ン
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
（Rothenbücher

）
と
同

様

―
、
一
四
二
条
の
学
問
の
自
由
の
解
釈
へ
と
議
論
を
移
し
た
。
曰
く
、
学
問
・
教
授
の
自
由
と
意
見
表
明
の
自
由
は
、「
互
い
に
歴

史
的
・
内
部
的
関
係
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
教
授
の
自
由
が
有
す
る
本
来
の
意
味
に
と
っ
て
重
要

で
あ
）
30
（

る
」。

　

ス
メ
ン
ト
は
ま
ず
初
め
に
、
上
述
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
や
ト
ー
マ
の
見
解

―
す
な
わ
ち
、
学
問
の
自
由
を
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の

確
認
規
定
と
解
し
、
他
の
公
務
員
と
比
較
し
て
大
学
教
員
に
何
ら
の
優
位
を
も
認
め
な
い
見
解

―
を
問
題
視
す
）
31
（

る
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
一
四
二
条
に
規
定
さ
れ
た
自
由
は
「
実
質
的
に
は
大
学
に
お
け
る
（akadem

isch

）
学
問
と
教
授
の
自
由
」
で
あ
り
、
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「
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
Ｆ
ｒ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
（Paulsen

）
が
表
現
し
た
よ
う
に
、『
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権
（G

rundrecht der 

deutschen U
niversität

）』
で
あ
）
32
（

る
」。
こ
こ
で
ス
メ
ン
ト
は
、
パ
ウ
ル
教
会
憲
法
に
お
け
る
学
問
の
自
由
条
項
が
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決

議
へ
の
反
抗
、
つ
ま
り
大
学
に
お
け
る
自
由
（akadem

ische Freiheit

）
の
意
味
で
、
ダ
ー
ル
マ
ン
（D

ahlm
ann

）
お
よ
び
ア
ル
プ
レ
ヒ

ト
（Albrecht
）
に
よ
っ
て
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
し
、
一
四
二
条
が
大
学
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
こ
と
は
制
定
時
か
ら
全
く
当

た
り
前
で
あ
っ
た
と
論
じ
）
33
（

る
。

　

ド
イ
ツ
的
意
味
で
の
大
学
に
お
け
る
自
由
は
、「
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
法
制
度
（Institut

）
で
あ
」
り
、
こ
の
自
由
は
歴
史
的

意
義
と
結
び
つ
い
て
い
）
34
（

る
。「
こ
の
基
本
権
は
と
り
わ
け
、
偉
大
な
公
制
度
（große öffentliche Institution

）
の
適
切
な
法
的
位
置
づ
け

を
意
味
す
）
35
（
る
」。
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
ス
メ
ン
ト
は
、
大
学
に
お
け
る
自
由
は
、

―
精
神
的
な
独
立
性
を
伴
っ
た

―
プ
ロ
テ
ス

0

0

0

0

タ
ン
ト
の
牧
師
の
地
位
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
比
較
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
）
36
（

う
。

　

さ
ら
に
、
他
の
一
般
の
自
由
権
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
点
で
、
次
の
言
明
も
注
目
さ
れ
よ
う
。「
意
見
表
明
の
自
由
は
、
真
正
な
自

由
基
本
権
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
自
由
は
、
そ
れ
が
良
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
悪
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
し

て
い
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、「
学
問
の
自
由
、
と
り
わ
け
大
学
に
お
け
る
自
由
と
し
て
の
そ
れ
は
、
精
神
的
〈
生
〉（geistiges Leben

）

の
う
ち
、
重
要
視
さ
れ
、
特
権
化
さ
れ
た
部
分
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
自
由
の
存
在
は
、
特
権
化
さ
れ
た
表
現
が
持
つ
、
少
な

く
と
も
〔
表
現
者
に
よ
り
〕
意
図
さ
れ
た
価
値
（W

ert

）
を
理
由
と
す
る
。
そ
の
自
由
は
制
度
的
な
性
格
（institutionellen Charakter

）

を
有
す
）
37
（
る
」。

　

そ
し
て
報
告
の
最
後
に
、
ス
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
教
授
の
自
由
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の
適
用
事
例
で
は
な
い
。

む
し
ろ
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
的
〈
生
〉
の
、
最
も
高
次
の
形
式
の
う
ち
の
一
つ
を
保
護
す
る
た
め
の
公
制
度
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
立
法
者
に
対
す
る
制
約
で
あ
り
、
我
々
の
身
分
（Stand

）
の
深
く
義
務
づ
け
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権

で
あ
）
38
（

る
」。
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㈡　

制
度
的
理
解
の
受
容
と
通
説
化

　

こ
の
ス
メ
ン
ト
報
告
は
、
学
問
の
自
由
解
釈
に
「
根
本
的
な
変
化
」
を
も
た
ら
し
）
39
（

た
。
た
し
か
に
、
報
告
後
の
討
論
で
は
、
通
説
の
法

実
証
主
義
的
立
場
か
ら
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
た
）
40
（

が
、
の
ち
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ア
‐
ゾ
ム
ロ
ー
（Stier-Som

lo

）、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン

（H
olstein

）、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Schm

itt

）、
キ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
（Kitzinger

）、
Ｅ
・
Ｒ
・
フ
ー
バ
ー
（H

uber

）、
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
（Köttgen

）

ら
が
、
そ
ろ
っ
て
ス
メ
ン
ト
の
見
解
に
同
調
し
、
学
問
の
自
由
の
制
度
的
な
理
解
を
推
し
進
め
）
41
（

た
。
な
か
で
も
、
ス
メ
ン
ト
報
告
の
翌
年

（
一
九
二
八
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
「
大
学
法
・
自
治
行
政
お
よ
び
教
授
の
自
由
」
に
お
い
て
、
す
で
に
数
多
く
の
著
作
を
通
じ
て
学
界

で
名
を
成
し
て
い
た
シ
ュ
テ
ィ
ア
‐
ゾ
ム
ロ
ー
）
42
（
が
、
自
治
行
政
権
を
伴
っ
た
学
術
団
体
（w

issenschaftliche Korporation

）
と
し
て
の
大

学
の
性
格
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
、
学
問
の
自
由
か
ら
「
大
学
の
自
治
」
を
導
出
す
る
最
初
期
の
見
解
と
し
て
注
目
さ
れ
）
43
（

る
。
彼
は
、

従
来
の
通
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
た
し
か
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
規
）
44
（
定
は
、
大
学
を
国
の
営
造
物
と
し
て
捉
え
る
見

解
に
親
和
的
に
読
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
中
世
に
お
い
て
教
会
領
域
に
属
す
る
と
さ
れ
た
大
学
が
、
近
代
国
家
に
お
い
て

世
俗
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
法
律
解
釈
上
の
帰
結
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
、
）
45
（

と
。

　

ま
た
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ス
メ
ン
ト
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
）
46
（
る
。
教
授
の
自
由
は
、「
個
人
の
た
め
で
は
な
く
、
何

か
客
観
的
な
る
も
の
の
た
め
、
真
理
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
人
権
と
し
て
で
は
な
く
、
我
々
の
国
家
的
文
化
シ
ス
テ
ム
の
構
築
原
理
と
し

て
、
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
個
人
的
な
特
権
で
も
な
け
れ
ば
、
身
分
的
特
権
で
も
な
く
、
事
物
〔
に
基
づ
く
〕
特
権

（Sachprivileg

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
特
定
の
職
務
（D

ienst

）
や
内
的
心
構
え
を
義
務
付
け
る
」。「
教
授
の
自
由
の
権
利
は
、
二
重
の
も

の
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
に
は
、
固
有
法
則
に
基
づ
い
た
学
問
の
〈
生
〉
の
保
障
が
含
ま
れ
、
も
う
一
つ
に
は
、
固
有
法
則
に
基
づ
い
た

学
問
の
〈
生
〉
に
輪
郭
を
与
え
、
そ
れ
を
発
展
へ
と
導
く
組
織
形
態
の
保
障
が
含
ま
れ
て
い
）
47
（

る
」。

　

ま
た
、
制
度
的
保
障
論
の
宗
家
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、『
憲
法
理
論
』（
一
九
二
八
年
）
で
、
上
述
の
ス
メ
ン
ト
報
告
を
参
照
し
つ
つ
、



法学政治学論究　第106号（2015.9）

110

学
問
の
自
由
が
制
度
的
保
障
の
類
型
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
論
）
48
（
じ
、
さ
ら
に
、
同
理
論
を
精
緻
化
さ
せ
た
一
九
三
一
年
の
論
文
に
お
い
て
、

彼
は
、「﹇
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
﹈
一
四
二
条
は
、
制
度
的
保
障
（institutionelle G
arantie

）
の
手
段
に
よ
っ
て
の
み
、
ス
メ
ン
ト
が
述
べ

た
と
こ
ろ
の
『
大
学
の
基
本
権
』
と
な
り
う
る
」
と
述
べ
、
自
身
の
理
論
を
ス
メ
ン
ト
理
論
と
接
合
さ
せ
て
い
）
49
（
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
か
つ
て
ス
メ
ン
ト
を
批
判
し
た
通
説
の
代
表
者
た
ち
も
、
自
説
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
っ
）
50
（
た
。
例
え
ば
ア
ン
シ
ュ
ッ

ツ
は
、
自
身
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
改
訂
版
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
数
年
の
う
ち
に
得
ら
れ
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
51
（

る
」。

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
は
、「
行
政
を
法
律
に
拘
束
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
法
律
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

を
も
拘
束
す
る
」。「
そ
れ
は
第
一
義

的
に
制
度
的
に

0

0

0

0

、
つ
ま
り
、『
制
度
的
保
障
』
と
し
て
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
一
四
二
条
一
項
は
、
個
々
人
の
主
観
的

権
利
と
し
て
の
み
教
授
の
自
由
を
保
障
・
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て

―
そ
し
て
特
に

―
制
度

0

0

（Einrichtung

）
と
し
て
、
そ
れ
を
保
障
・
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
、
他
の
基
本
権
条
項
と
、
と
り
わ
け
一
〇
二

条
・
一
〇
四
条
・
一
〇
五
条
で
保
障
さ
れ
る
司
法
の
独
立
と
、
比
較
し
う
）
52
（
る
」（
強
調
原
文
）。

　

も
っ
と
も
、
学
問
の
自
由
の
立
法
者
拘
束
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
ち
も
、
依
然
と
し
て
、
警
察
法
な
ど
の
一
般
法
律
が
当
然
に
学

問
の
自
由
の
限
界
を
画
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
）
53
（
る
。

㈢　

小
括

―
制
度
的
理
解
の
背
景
と
そ
の
位
置
づ
け

1　

大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
論
の
形
成
過
程

　

一
九
二
七
年
の
ス
メ
ン
ト
報
）
54
（

告
は
、
学
問
の
自
由
が
制
度
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
学
問
の
自
由
理
解
に
根
本
的
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
が
、
今
日
語
ら
れ
る
「
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
」
の
理
論
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
と
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
）
55
（
る
。

　

彼
が
国
法
学
者
大
会
に
お
い
て
問
題
と
し
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
と
類
似
の
、
大
学
教
員
の
「
身
分
的
特
権
」
で
あ
り
、

そ
こ
で
「
核
心
思
考
（Kerngedanke

）」
と
し
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
学
問
的
〈
生
〉
の
固
有
法
則
性
の
承
）
56
（
認
」
で
あ
っ
た
。
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た
し
か
に
ス
メ
ン
ト
は
、（
非
法
学
者
の
パ
ウ
ル
ゼ
ン
を
引
用
し
て
）
学
問
の
自
由
が
「
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権
」
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ

れ
は
、
大
学
（
と
い
う
制
度
）
そ
れ
自
体
が
基
本
権
の
享
有
主
体
だ
と
い
う
意
図
で
は
な
く
、
学
問
の
自
由
が
、
大
学
教
員
と
い
う
特
別

な
身
分
を
有
す
る
市
民
に
与
え
ら
れ
た
基
本
権
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
）
57
（
る
。「
大
学
の
自
由
（akadem

ische 

Freiheit
）
の
本
来
的
問
題
は
、
大
学
行
政
と
大
学
教
員
と
の
関
係
の
う
ち
に
存
す
る
」
と
論
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
）
58
（
り
、
ス
メ

ン
ト
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
大
学
制
度
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

0

0

の
憲
法
的
保
障
で
は
な
く
、（
国
家
的
利
益
に
よ
っ
て
干
渉
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で

の
）
学
問
の
固
有
法
則
性

0

0

0

0

0

0

0

0

が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ス
メ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
改
革
後
の
、
観
念
論
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
学
問
観
と
結
び
つ
い
た
と
こ

ろ
の
、

―
そ
の
価
値

0

0

（W
ert

）
に
裏
付
け
ら
れ
た

―
教
授
の
自
由
を
強
調
し
）
59
（
た
。
彼
は
、
大
学
教
員
の
《
義
務
付
け
ら
れ
た
身
分
的

特
権
》、《
精
神
に
お
け
る
独
立
性
》
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
大
学
の
特
定
の
制
度
形
態
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
制
度
的
保
障
の
理
論
を
用
い
て

―
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
職
業
官
僚
制
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
行
政
と

い
っ
た
制
度
と
同
様
に

―
歴
史
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
大
学
の
制
度
形
態
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
立
法
者
に
対
し
て
も
禁
じ
ら

れ
る
、
と
論
じ
）
60
（

た
。
こ
の
点
、
ス
メ
ン
ト

―
お
よ
び
、
同
じ
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
法
学
者
で
も
あ
っ
た
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
）
61
（

ン

―

が
、
学
問
の
固
有
法
則
性
の
保
障
、
言
い
換
え
れ
ば
学
問
的
〈
生
〉
の
動
態
的
保
障
を
意
図
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理

論
で
は
、
よ
り
静
態
的
に
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
大
学
制
度
の
保
障
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
）
62
（

る
。

　

ま
た
、
大
学
の
自
治
に
関
連
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
既
存
の
学
術
的
自
治
行
政
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
制

度
的
保
障
に
含
ま
れ
」
る
と
述
べ
）
63
（
る
。
す
で
に
、
一
九
二
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
鑑
定
書
に
お
い
て
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、（
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
自
治
を
保
障
す
る
）
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
二
七
条
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
国
家
的
〈
生
〉
の
根
本
要
素
と
し
て
の
自
治
行
政
の
原
理

（das Selbstverw
altungsprinzip

）
が
一
般
的
に
保
障
さ
れ
た
と
解
し
、
大
学
に
つ
い
て
も
、
そ
の
自
治
行
政
が
当
然
に
保
障
さ
れ
る
と
論
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じ
て
い
た
）
64
（
が
、
こ
の
点
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
治
行
政
そ
の
も
の
は
原
理
（Prinzip

）
で
あ
っ
て
制
度
で
は
な
い
と
批
判
し
、
大
学
の
自

治
は
あ
く
ま
で
教
授
の
自
由
（
一
四
二
条
）
の
問
題
だ
と
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
当
時
の
大
学
の
自
治
を
巡
る
議
論
の
主
戦
場
は
、
憲
法
で
は
な
く
行
政
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
学
の
法
的
性
質

―

国
の
営
造
物
か
、
団
体
か

―
と
い
う
論
点
で
際
立
っ
て
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
学
の
法
的
性
格
に
関
す
る
小
著
を
、
Ｈ
・

ゲ
ル
バ
ー
（G

erber
）
が
、
次
の
文
章
で
始
め
て
い
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る

―
「
大
学
の
法
形
態
（Rechtsgestalt

）
の
問
題
と
は
、

大
学
の
自
治
行
政

0

0

0

0

0

0

0

（akadem
ische Selbstverw

altung

）
の
問
題

0

0

0

で
あ
）
65
（
る
」。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
議
論
の
ト
ポ
ス
は
戦
後
も
引
き
継

が
れ
る
こ
と
と
な
る
。

2　

特
別
権
力
関
係

―
学
術
の
中
心
に
い
る
「
不
自
由
」
な
大
学
教
員

　

ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
議
論
は
、
当
時
の
大
学
が
置
か
れ
た
事
情
を
理
解
せ
ず
に
は
把
握
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
通
り
、

プ
ロ
イ
セ
ン
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
か
け
て
、
大
学
お
よ
び
（
公
務
員
た
る
）
個
々
の
大
学
教
員
は
、
国
家
の
広
範
な
指
揮
・
監
督

に
服
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
第
一
報
告
を
務
め
た
ロ
ー
テ
ン
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
は
、
①
大
学
教
員
が
、
学
術
研
究
の
出
版
に
つ
い
て
い
か
な
る
公
務
員
法

上
の
制
約
に
も
服
さ
な
い
こ
と
、
②
教
育
の
方
法
や
内
容
に
つ
い
て
、
公
務
員
と
し
て
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務
が
存
し
な
い
こ
と
、
そ

し
て
、
③
教
育
内
容
を
理
由
と
し
た
懲
戒
を
受
け
ず
、
裁
判
官
と
類
似
の
事
項
的
独
立
性
を
有
す
る
こ
と
、
を
主
張
し
）
66
（
た
。

　

こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
あ
え
て
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
大
学
な
ら
び
に
大
学
教
員
が
置
か
れ

た
特
殊
性
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
関
連
し
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
後
期
の
議
論
で
は
、
学
問
の
自
由
（W

issenschaftsfreiheit

）
よ
り
も

は
る
か
に
頻
繁
に
、
教
授
の
自
由
（Lehrfreiheit

）
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
ン

シ
ュ
ッ
ツ
や
ト
ー
マ
の
通
説
は
、
と
り
わ
け
、
教
授
（Lehre

）

―
す
な
わ
ち
、
教
壇
に
お
け
る
意
見
表
明

―
を
問
題
視
し
、
そ
こ

で
の
公
務
員
と
し
て
の
制
約
を
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
ス
メ
ン
ト
が
、
意
見
表
明
の
自
由
を
テ
ー
マ
と
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

報
告
の
な
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か
で
、
大
学
人
の
特
権
を
主
張
し
た
こ
と
の
意
義
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
教
授
の
自
由
は
、
当
時
、
意
見
表
明
の
自
由
に
関
わ
る
本
質
的
な

テ
ー
マ
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
後
期
の
国
法
学
者
が
、
大
学
教
員
の

0

0

0

0

0

学
問
の
自
由
を
集
中
的
に
論
じ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

彼
ら
は
、（
学
術
研
究
の
場
と
し
て
）
本
来
、
国
家
か
ら
最
も
自
由
で
あ
る
べ
き
〈
大
学
〉
と
い
う
制
度
を
、〈
学
問
〉
そ
れ
自
体
と
ほ
と
ん

ど
同
視
す
る
こ
と
で
、
学
問
の
自
由
と
は
す
な
わ
ち
、
大
学
の
自
治
行
政
が
、
国
家
と
の
関
係
で
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
、
と
理
解
し
た
た
め
で
あ
る
。

3　

戦
後
に
お
け
る
制
度
的
保
障
論
の
意
義
喪
失
？

―
基
本
権
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
性
の
克
服

　

議
論
を
理
解
す
る
う
え
で
、
制
度
的
保
障
論
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と

も
ま
た
、
重
要
で
あ
る
。
ゲ
ラ
ー
マ
ン
（G
ellerm

ann

）
は
、
制
度
的
保
障
が
当
時
有
し
た
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
）
67
（

る
。

　
「
周
知
の
よ
う
に
、
制
度
保
障
の
学
説
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
議
論
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
れ
は
…
…
、
基
本
権
の
効
力
喪
失
な
ら
び
に
立
法
者

に
対
す
る
『
空
転
』
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
結
果
と
し
て
、
発
展
し
た
。
制
度
的
保
障
は

0

0

0

0

0

0

、
立
法
者
を
基
本
権
に
拘
束
さ
せ
る
た
め
の
ド
グ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

マ
ー
テ
ィ
ク
の
道
具
と
し
て
機
能
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
立
法
者
の
基
本
権
へ
の
拘
束
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
」（
傍

点
栗
島
）。

　

つ
ま
り
、
制
度
的
保
障
の
理
論
は
、
基
本
権
の
立
法
者
拘
束
が
貫
徹
し
て
い
な
か
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
特
別
な

意
義
を
有
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
戦
後
の
憲
法
制
定
者
は
、
基
本
権
の
空
洞
化
の
危
険
に
極
め
て
意
識
的
で
あ
り
、
制
度
保
障
論
と

い
っ
た
解
釈
上
の
道
具
を
用
い
な
く
と
も
、
基
本
権
が
立
法
者
を
直
接
に
拘
束
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
）
68
（

た
。
さ
ら
に
、
現
行
の
基
本
法

に
お
い
て
、
法
律
の
留
保
と
は
「
比
例
的
な
」
法
律
の
留
保
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
権
に
介
入
す
る
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法
律
は
常
に
比
例
性
を
満
た
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
加
え
て
、
法
領
域
全
体
を
支
配
す
る
価
値
決
定
と
し
て
の
基
本
権
の
性
格
が
認
識

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
、
制
度
的
保
障
の
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
の
意
義
は
極
め
て
疑
わ
し
く
な
っ
た
と
い
え

よ
）
69
（
う
。

四　

基
本
法
下
の
学
問
の
自
由

―
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
遺
産
継
承
と
独
自
の
発
展

　

こ
こ
ま
で
、
学
問
の
自
由
の
制
度
的
理
解
が
生
ま
れ
た
背
景
を
考
察
し
て
き
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
置
か
れ
た
特
殊
な
背
景
の
下

で
成
立
し
た
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
基
本
法
下
に
お
い
て
も
、
し
ば
ら
く
の
間
、
制
度
的
保
障
の
概
念
が
引
き
継
が
れ

て
き
た
。
以
下
で
は
ま
ず
、
戦
後
初
期
の
大
学
再
建
お
よ
び
基
本
法
に
お
け
る
規
定
の
変
化
に
つ
き
瞥
見
し
た
う
え
（
㈠
）、
そ
こ
で
の

議
論
の
展
開
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
㈡
）。

㈠　

戦
後
の
大
学
再
建
と
基
本
法
の
学
問
の
自
由

1　

大
学
の
再
建

―
フ
ン
ボ
ル
ト
的
大
学
の
再
興

　

ま
ず
、
現
実
の
大
学
制
度
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ナ
チ
ス
期
に
大
学
が
無
力
化
さ
れ
、

政
治
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
戦
後
初
期
に
は
、
大
学
の
自
治
の
徹
底
的
な
強
化
・
確
立
が
最
大
の
課
題
と

さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
学
の
再
建
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
期
な
ら
び
に
パ
ウ
ル
教
会
の
伝
統
に
基
づ
い
て
行
わ
）
70
（

れ
、
そ
の
際
、「
フ

ン
ボ
ル
ト
的
な
伝
統
」
が
「
再
生
」
し
）
71
（
た
。
す
な
わ
ち
、
正
教
授
に
よ
る
強
固
な
自
治
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
古
典
的
な
大
学
が
、
戦
後
に

再
興
し
た
の
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
正
教
授
大
学
（O

rdinarienuniversität

）」）。
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2　

規
定
上
の
変
化

―
自
由
権
的
側
面
の
強
調

　

そ
し
て
、
一
九
四
九
年
の
基
本
法
で
は
、
学
問
の
自
由
が
、
意
見
表
明
の
自
由
・
プ
レ
ス
の
自
由
や
検
閲
の
禁
止
等
（
五
条
一
項
）
と

並
ぶ
か
た
ち
で
、
五
条
三
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
（「
芸
術
な
ら
び
に
学
問
、
研
究
お
よ
び
教
授
は
自
由
で
あ
る
。
教
授
の
自
由
は
、
憲
法
に
対
す
る
忠

誠
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。」）、
こ
れ
に
よ
り
、
学
問
の
自
由
の
、
自
由
権
と
し
て
の
意
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法

に
お
い
て
、
学
問
の
自
由
は
、
第
二
編
「
ド
イ
ツ
人
の
基
本
権
及
び
基
本
義
務
」
の
う
ち
、「
個
人
」
の
章
（
第
一
章
）
で
は
な
く
、「
教

育
お
よ
び
学
校
」
の
章
（
第
四
章
）
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
お
）
72
（
り
、
ま
た
、
国
に
よ
る
保
護
・
奨
励
へ
の
関
与
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
基
本
法
五
条
三
項
と
比
較
し
て
、「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
は
、
よ
り
強
固
な
制
度
的
関
連
を
有
し
て
い
た
」（BVerfG

E 

35,  79 ﹇119

﹈）
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

国
に
よ
る
保
護
・
奨
励
の
文
言
が
削
除
さ
れ
た
の
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
挫
折

（
＝
基
本
権
の
空
転
）
な
ら
び
に
暫
定
的
な
法
と
し
て
の
基
本
法
の
性
格
に
鑑
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
文
言
が
排
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
）
73
（
る
。

も
う
一
つ
に
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
同
条
項
が
、
国
家
に
よ
る
大
学
へ
の
干
渉
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
た
歴
史
に
鑑
）
74
（
み
、

（
文
化
・
学
問
に
つ
い
て
州
に
権
限
を
与
え
た
）
基
本
法
に
は
相
応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
）
75
（
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
と
の
文
言
上
の
相
違
と
し
て
は
、
①
（
学
問
・
教
授
に
加
え
て
）「
研
究
」
の
文
言
が
付
加

さ
れ
た
こ
）
76
（

と
、
②
第
二
文
で
教
授
の
自
由
に
お
け
る
憲
法
忠
誠
が
規
定
さ
れ
た
こ
）
77
（

と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

㈡　

基
本
法
下
の
議
論
停
滞
と
転
換
点
と
し
て
の
「
一
九
六
八
年
」

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
戦
後
の
大
学
は
「
核
心
に
お
い
て
健
全
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
再
興
を
遂
）
78
（
げ
、
他
方
で
規
定
上
、
基
本
法
に
お
け

る
学
問
の
自
由
は
、
個
人
の
自
由
権
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
）
79
（

た
。
次
に
、
基
本
法
下
に
お
け
る
学
説
に
目
を
向
け
る
な
ら

ば
、
制
度
的
保
障
を
支
え
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
固
有
の
歴
史
的
事
情
が
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
）
80
（

ず
、
戦
後
も
制
度
的
保
障
論
は
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継
承
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

1　

学
問
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
の
停
滞

―
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で

　

基
本
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
近
く
の
あ
い
だ
、
学
問
の
自
由
に
関
す
る
憲
法
上
の
議
論
は
、

―
忠
誠
条
項
に
関
す
る
も
）
81
（
の
を

除
け
ば

―
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
遺
産
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
）
82
（
し
、
ほ
と
ん
ど
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
）
83
（
い
。
た
し
か
に
、
大
学

の
法
的
性
質
論
に
関
し
て
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
引
き
続
き
、
比
較
的
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
）
84
（

の
、
基
本
法
五
条
三
項

の
学
問
の
自
由
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、（
戦
前
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
）「
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権
」
と
か
、
大
学
の
自
治
の
「
制
度

的
保
障
」
が
語
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
理
論
が
精
緻
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
）
85
（

た
。
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
、

《
研
究
者
の
職
能
集
団
》
と
い
う
大
学
イ
メ
ー
ジ
を
基
礎
に
し
た
理
論
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

例
え
ば
、
戦
後
に
初
め
て
基
本
法
五
条
三
項
の
詳
細
な
註
釈
を
執
筆
し
、
一
九
五
〇
年
代
の
学
問
の
自
由
の
議
論
に
お
い
て
大
き
な
影

響
力
を
有
し
た
ケ
ッ
ト
ゲ
）
86
（

ン
は
、
学
問
の
自
由
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
の
は
「
学
問
と
い
う
自
律
的
な
事
項
領
域
（Sachbereich

）」
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
「『
学
問
』
と
い
う
事
項
の
固
有
法
則
性
」
が
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
、
大
学
人
と
し
て
の
《
身
分
》
と
大
学

と
い
う
《
制
度
》
の
密
接
な
関
係
性
を
説
い
）
87
（

た
。
興
味
深
い
所
説
で
あ
る
が
、
一
九
三
三
年
に
自
身
が
著
し
た
『
ド
イ
ツ
大
学
法
』

―

ス
メ
ン
ト
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
を
基
に
、
そ
れ
を
展
開
し
た
作
品

―
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
Ｗ
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
（W
eber

）、
Ｈ
・
ゲ
ル
バ
ー
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
五
二
年
、
五
三
年
に
、
大
学
法
に
関
す
る
小
著
を
出
版
し
て
い
る
）
88
（

が
、
こ

れ
ら
も
ま
た
、
基
本
的
に
、
新
し
い
学
説
展
開
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

判
例
の
動
向
は
ど
う
か
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
、
学
問
の
自
由
に
関
す
る
初
め
て
の
重
要
な
決
定
を
下
し
て

い
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
大
学
お
よ
び
そ
の
学
部
は
国
家
組
織
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
学
問
・
研
究
お
よ
び
教
授
に
お
い
て
自
由
で
あ

り
、
ゆ
え
に
自
身
の
基
本
権
を
主
張
し
、
憲
法
異
議
申
立
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
）
89
（
た
。
も
っ
と
も
、
本
決
定
に
お
い
て
裁



大学の自治の制度的保障に関する一考察

117

判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
学
の
基
本
権
」
な
い
し
制
度
的
保
障
の
議
論
の
当
否
と
い
う
、
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
を

回
避
）
90
（

し
、
上
述
の
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
所
説
を
引
用
し
つ
つ
、
教
授
招
聘
決
定
に
お
け
る
国
家
と
大
学
の
「
協
働

（Zusam
m
enw
irken

）」
を
強
調
し
た
の
み
で
あ
）
91
（
る
。
こ
の
通
り
、
判
例
上
も
ま
た
、
学
問
の
自
由
の
制
度
的
保
障
に
関
す
る
議
論
の
大
き

な
発
展
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

戦
後
初
期
の
議
論
停
滞
の
最
大
の
原
因
と
し
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
学
問
の
自
由
を
論
じ
た
学
者
が
、
戦
後
も
同
様
の
議
論
を
展
開

し
た
と
い
う
人
的
要
因
が
挙
げ
ら
れ
）
92
（
る
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
大
学
が
、
ナ
チ
ス
期
の
反
省
か
）
93
（
ら
、
フ
ン
ボ
ル
ト
的
・
古
典
的
な
ド
イ
ツ
大

学
へ
と
首
尾
よ
く
回
帰
し
た
た
め
、
学
問
の
自
由
に
関
す
る
新
た
な
問
題
状
況
が
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
（
あ
る
意
味
で
幸
運
な
）
外
的

要
因
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2　

議
論
の
活
性
化
・
学
問
の
自
由
の
「
再
人
格
化
」

―
学
生
の
大
学
参
加
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
変
化
し
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
上
述
の
通
り
、
基
本
法
の
下
に
お
い

て
も
、
学
説
の
多
く
は
依
然
と
し
て
、
団
体
と
し
て
の
大
学
の
自
治
、
そ
し
て
、
そ
の
制
度
的
保
障
を
説
い
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
五

〇
‐
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
大
学
の
学
生
数
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
大
学
と
社
会
の
関
係
は
劇
的
に
変
化
す
る
。
大
学
は
も
は
や
、
限
ら

れ
た
エ
リ
ー
ト
の
た
め
の
学
術
研
究
組
織
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
学
生
運
動
は
激
し
さ
を
増
し
、
大
学
運
営
へ
の
学
生
・
助
手
の

参
加
の
機
運
が
高
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、「
大
学
の
自
治
」
の
固
有
の
価
値
を
疑
わ
な
か
っ
た
従
来
の
議
論
が
、
大
学
教
員
の
自
由
を
制
約
す
る
方
向
で
、―

い
わ
ば
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
」
と
し
）
94
（

て

―
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
）
95
（

た
。

　

議
論
の
方
向
転
換
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
学
生
運
動
が
頂
点
に
達
し
た
一
九
六
八
年
に
ボ
ー
フ
ム
で
開
催
さ
れ
た
国
法
学
者
大
会
で

あ
っ
た
。
第
一
報
告
を
務
め
た
ル
ッ
プ
（Rupp

）
は
、
そ
れ
ま
で
の
基
本
権
解
釈
史
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に

お
け
る
基
本
権
一
般
の
《
脱
個
人
化
（Entindividualisierung

）》（
ス
メ
ン
ト
）
を
経
て
、
戦
後
は
、
個
人
権
と
し
て
の
基
本
権
理
解
が
幅
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を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
権
の
制
度
的
意
義
が
「
再
発
見
」
さ
れ
、
い
ま
や
「
自
由
を
保
護
す
る
制
度
的
側
面
と
併

せ
て
主
観
的
権
利
と
し
て
の
側
面
を
も
考
慮
・
肯
定
す
る
、
均
衡
の
と
れ
た
基
本
権
理
解
」
が
認
め
ら
れ
て
き
た
、
）
96
（

と
。
そ
の
う
え
で
、

学
問
の
自
由
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
）
97
（
る
。

　
「
学
問
の
自
由
は
、
国
家
に
対
す
る
基
本
権
的
関
係
だ
け
で
な
く
、
幅
広
く
、
自
由
な
発
展
の
た
め
の
保
護
さ
れ
た
領
域
（Sphäre

）
の
存
在
を
前

提
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
大
学
が
学
術
研
究
と
教
授
の
場
所
（Stätte

）
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
構
成
さ
れ
た
自
由
の
体
系

（System
 verfaßter Freiheit

）
と
し
て
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
学
術
的
研
究
と
教
授
の
〈
生
〉
の
律
動
（Lebensrhythm

us

）
か
ら
常
に
目

を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

学
問
の
自
由
の
制
度
的
理
解
は
、「
受
け
継
い
で
き
た
大
学
と
い
う
制
度
の
保
障
と
い
う
よ
り
は
、
構
成
さ
れ
た
学
問
の
自
由
の
保
障
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
ゆ
え
に
こ
れ
は
、
公
法
上
の
制
度
に
の
み
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
」。「
学
問
の
自
由
の
制
度
的
保
障
は
、
単
に
、
受
け
継

が
れ
て
き
た
大
学
と
い
う
制
度
の
保
障
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
制
度
的
な
る
概
念
は
、
そ
の
誤
解
さ
れ
易
さ
と
多
義
性
ゆ
え
、
完
全
に
放
棄
し

て
、
他
の
よ
り
適
し
た
概
念
で
代
用
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」。

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
見
る
と
、
上
述
の
ス
メ
ン
ト
あ
る
い
は
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
の
学
説
と
近
い
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼

は
あ
く
ま
で
、
学
術
研
究
お
よ
び
教
授
に
お
け
る
「
人
格
の
自
律
（Autonom

ie der Persönlichkeit

）」
が
中
心
に
あ
る
こ
と
を
説
）
98
（

き
、
制

度
的
理
解
が
陥
る
誤
り
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
）
99
（
る
。

　
「
学
問
の
自
由
が
、
学
問
と
い
う
『
事
物
（Sache

）』
そ
れ
自
体
と
結
び
付
い
て
お
り
、
大
学
が
、
学
問
の
精
神
の
、
い
わ
ば
世
俗
世
界
を
超
越
し

た
荘
厳
の
場
と
し
て
、
脱
人
格
化
さ
れ
た
（apersonal

）
自
由
と
自
律
を
伴
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。「
そ

う
で
は
な
く
、
学
問
は
常
に
人
間
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
大
学
と
い
う
制
度
の
法
的
な
自
律
を
、
制
度
そ
れ
自
体
に
認
め
ら
れ
た
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学
問
の
自
由
か
ら
直
接
に
導
き
出
す
こ
と
は
、
大
学
行
政
内
部
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
保
障
を
実
現
し
え
な
い
た
め
、
問
題
で
あ
る
。

　

学
生
参
加
の
問
題
を
面
前
に
し
て
、
大
学
の
自
治
は
こ
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
る
に
至
る
。
第
二
報
告
を
務
め
た
ゲ
ッ
ク
（G

eck

）
も
、

次
の
よ
う
に
述
べ
）
100
（

る
。

　

学
生
の
大
学
運
営
へ
の
参
加
の
可
否
と
い
う
「
我
々
の
問
い
に
お
い
て
は
、
制
度
的
保
障
で
は
な
く
、
個
人
の
基
本
権
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
制
度
的
保
障
は
、
大
学
全
体
を
、
外
部
の

0

0

0

諸
権
力
か
ら
保
護
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」。
制
度
的
側
面
の
特
別
な
強
調
は
、

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
全
く
異
な
っ
た
前
提
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
結
局
の
と
こ
ろ
、
抽
象
的
な
研
究
・
教
授
そ
れ
自
体
は
自
由
と
な

り
え
ず
、
研
究
者
お
よ
び
教
員
の
み
が
、
自
由
で
あ
り
う
る
。
彼
（
女
）
ら
の
自
由
な
く
し
て
、
制
度
の
自
由
は
不
可
能
で
あ
る
」。

　

そ
し
て
、
Ｗ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
報
告
後
の
議
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
九
四
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
国
家
・
政
治
の
影
響

か
ら
の
大
学
の
自
律
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
で
、
今
日
で
は
、
こ
の
自
治
が
あ
る
種
の
「
固
有
の
価
値

（Selbstw
ert

）」
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
大
学
制
度
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、
自
治
を
主
張
し
う
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
き
て
我
々
は
、
学
問
の
自
由
の
「
真
正
の
基
本
権
と
し
て
の
性
格
」
を
強
調
す
る
に
至
っ
た
。

そ
の
際
、
こ
の
基
本
権
に
お
け
る
制
度
的
な
る
も
の
は
、
む
し
ろ
付
属
的
・
補
充
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
）
101
（
と
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
制
度
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
学
問
の
自
由
は
、
再
び
、
学
問
を
営
む
個
人
（
な
い
し
そ
の
人
格
）
に
結

び
付
け
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
Ｈ
・
Ｐ
・
イ
プ
セ
ン
（Ipsen

）
は
、「
再
人
格
化
（Repersonalisierung

）」
と
呼

称
）
102
（

し
、
こ
こ
に
、
再
び
議
論
の
転
換
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
）
103
（

る
。
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五　

ま
と
め
に
か
え
て

―
日
本
へ
の
示
唆
と
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
、
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
論
の
母
国
と
し
て
参
照
さ
れ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
学
問
の
自
由
が

第
一
義
的
に
個
人
の
基
本
権
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
制
度
的
な
支
え
の
一
つ
と
し
て
、
大
学
の
自
治
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

た
。
紙
面
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
、
学
生
運
動
を
契
機
に
学
問
の
自
由
解
釈
の
方
向
性
が
転
換
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
た
が
、

こ
こ
で
の
議
論
が
、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
の
検
討
な
ら
び
に
理
論
の
精
緻
な
分
析
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

学
問
の
自
由
は
、
第
一
義
的
に
国
家
か
ら
の
介
入
に
対
す
る
防
御
を
内
実
と
し
て
い
る
。
そ
の
実
効
的
保
障
の
た
め
に
は
、
伝
統
的
に

「
学
術
の
中
）
104
（
心
」
と
さ
れ
て
き
た
大
学
と
い
う
〈
場
（Forum

）〉
に
、
国
家
介
入
を
認
め
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
＝
大

学
の
自
治
）。
し
か
し
、
こ
の
「
目
的
手
段
関
）
105
（

係
」
が
逆
転
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
、
個
人
の
自
由
な
学
問
営
為
を
可
能
と
す
る

こ
と
が
学
問
の
自
由
の
要
請
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
か
ら
の
介
入
の
み
な
ら
ず
、
大
学
内
部
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

自
由
な
学
問
営
為
と
い

う
観
点
も
加
え
て
、
学
問
の
自
由
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

私
見
で
は
、
大
学
の
自
治
＝
制
度
的
保
障
の
ド
グ
マ
に
過
度
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
ず
は
、
学
問
の
自
由
を
第
一
義
的
に
、（
国
家
の
介
入

を
防
御
す
る
）
個
人
の
基
本
権
と
し
て
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
支
え
る
客
観
法
的
保
障
に
つ
い
て
広
く
捉
え
て
い
く
こ
と
が
有
益
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
学
問
の
自
由
が
要
請
す
る
の
は
何
よ
り
、
自
由
な
学
問
営
為
に
適
合
的
な
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
家
か

ら
大
学
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の
一
手
段
に
過
ぎ
な
い
。

　

現
在
で
は
、
大
学
の
自
治
が
、〈
教
員
団
（faculty

）
の
自
治
〉
と
〈
管
理
者
（m

anager

）
の
自
治
〉
と
い
う
二
種
を
含
み
う
る
概
念

で
あ
り
、
学
問
の
自
由
に
と
っ
て
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
日
本
で
も
広
く
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
）
106
（
る
。
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こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
近
時
の
大
学
改
革
を
通
じ
て
、「
新
し
い
自
律
（neue Autonom

ie

）」
と
い
う
名
の
も
と
で
、
学
問
の

自
由
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
）
107
（

る
。「
大
学
の
自
治
」
あ
る
い
は
「
大
学
の
自
主
性
・
自
律
性
」
の
尊
重
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
国
家
に
よ
る
介
入
の
否
定
と
捉
え
て
、
手
放
し
で
喜
ぶ
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
学
問
の
自
由
の
意
義

―
と
り
わ
け
、
そ
こ
で
の
国
家
の
義
務

―
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
土
台
と
な
る
歴
史
的
考
察
を
行
う
に
留
ま
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

「
制
度
的
保
障
」
の
概
念
に
つ
い
て

―
①Einrichtungsgarantie

（
＝
広
義
の
制
度
保
障
）
に
は
、
②
（Rechts-

）Institutsgarantie

（
＝

私
法
上
の
法
制
度
保
障
）
と
③institutionelle G

arantie

（
＝
公
法
上
の
制
度
の
保
障
）
の
二
者
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
、
特
に
断

り
の
な
い
限
り
、
①
を
「
制
度
保
障
」
と
訳
し
、
③
に
つ
い
て
は
「
制
度
的0

保
障
」
と
直
訳
す
る
（「
制
度
的
理
解
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
後

掲
注
（
10
））。

　
　
　

た
し
か
に
、
③
に
い
う
制
度
は
「
保
障
の
対
象
物
そ
の
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
制
度
的0

保
障
」
と
い
う
訳
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

る

―
つ
ま
り
、
制
度
が
保
障
の
「
対
象
物
」
と
し
て
で
は
な
く
、
保
障
「
方
法
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う

―
と
の
指
摘
は
そ
の
通
り
で

あ
る
が
（
参
照
、
赤
坂
正
浩
『
立
憲
国
家
と
憲
法
変
遷
』〔
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
〕
一
八
四
頁
以
下
）、
こ
れ
は
何
も
翻
訳
の
問
題
で
は
な
く
原

語
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
「
制
度
的
保
障
」
の
語
を
用
い
る
（
こ
の
点
、
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
ド
イ

ツ
でinstitutionelle G

arantie

に
代
わ
りInstitutionsgarantie

の
語
を
提
唱
す
る
も
の
と
し
て
、G

unther A
bel, D

ie Bedeutung der 
Lehre von den Einrichtungsgarantien für die Auslegung des Bonner G

rundgesetzes, 1964, S. 87

）。

　
　
　

制
度
的
保
障
論
に
関
す
る
邦
語
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
右
の
文
献
の
ほ
か
、
こ
こ
で
は
比
較
的
近
時
の
も
の
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

参
照
、
戸
波
江
二
「
制
度
的
保
障
の
理
論
に
つ
い
て
」
筑
波
法
政
七
号
（
一
九
八
四
年
）
六
六
頁
以
下
、
内
野
正
幸
『
憲
法
解
釈
の
論
理
と
体

系
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
石
川
健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離
〔
増
補
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
小
山

剛
「
権
利
の
保
障
と
制
度
の
保
障
」
同
＝
駒
村
圭
吾
編
『
論
点
探
究
憲
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
四
六
頁
以
下
。

（
2
）  

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
制
定
の
た
め
の
議
会
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
シ
ュ
ト
レ
ッ
サ
ー
が
、
表
現
の
自
由
は
大
学
領
域
に
も
及
ぶ
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た
め
、
学
問
の
自
由
の
規
定
は
不
要
で
あ
り
、
削
除
す
べ
き
だ
と
説
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。Abg. Ludwig Bergsträsser, 3. Sitz. G

SA v. 
21.9.1948, in: D

eutscher Bundestag/Bundesarchiv （H
rsg.

）, D
er Parlam

entarische Rat 1948 -1949, Bd. 5/1, 1993, S. 54 f.
（
3
）  

安
西
文
雄
ほ
か
『
憲
法
学
読
本
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
六
六
頁
﹇
宍
戸
常
寿
執
筆
﹈。

（
4
）  
常
本
照
樹
「
大
学
の
自
治
と
学
問
の
自
由
の
現
代
的
課
題
」
公
法
研
究
六
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
頁
。
さ
ら
に
、
近
時
の
大
学
改
革
に
つ
き
、

山
元
一
「
大
学
の
自
治
」
小
山
＝
駒
村
編
・
前
掲
注
（
1
）
一
九
八
頁
以
下
、
中
村
睦
男
「
国
立
大
学
の
法
人
化
と
大
学
の
自
治
」
北
海
学
園
大

学
法
学
研
究
四
三
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
二
三
頁
以
下
、
松
田
浩
「
大
学
の
『
自
治
』
と
『
決
定
』

―
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学

法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
法
学
教
室
四
一
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
九
頁
以
下
。
学
問
の
自
由
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
堀
口
悟
郎
「『
教
授
会
自
治
』
と
『
教
授
の
独
立
』」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
五
頁
以
下
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
大
学
改
革
と
学
問
の
自
由

―
『
学
問
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
の
憲
法
適
合
性
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
政
治
学

論
究
一
〇
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
三
三
頁
以
下
、
同
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
大
学
構
造
改
革
と
学
問
の
自
由

―
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
医
科
大
学
決

定
」
自
治
研
究
九
一
巻
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四
五
頁
以
下
の
参
照
を
乞
う
。

（
5
）  

奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ

―
憲
法
が
保
障
す
る
権
利
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
〇
五
頁
。
奥
平
の
思
考
の
背
景
に
あ
る
、
憲
法
判
断
と
憲

法
政
策
論
の
区
別
お
よ
び
彼
の
「
制
度
」
観
念
に
つ
き
、
西
原
博
史
「
憲
法
上
の
権
利
と
制
度
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
長
谷
部
恭
男
＝
中
島
徹

編
『
憲
法
の
理
論
を
求
め
て

―
奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
一
頁
以
下
。

（
6
）  

こ
の
点
、
大
学
の
自
治
が
現
在
直
面
す
る
問
題
は
、
警
察
権
力
と
の
関
係
と
い
う
古
典
的
争
点
だ
け
で
な
く
、
大
学
設
置
主
体
と
の
関
係
で
の

対
応
も
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
教
科
書
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
毛
利
透
ほ
か
『Legal Q

uest

憲
法
Ⅱ
人
権
』（
有
斐

閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
七
五
頁
﹇
毛
利
透
執
筆
﹈。

（
7
）  

参
照
、U
do D

i Fabio, Verw
altung und Verw

altungsrecht zw
ischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher 

Steuerung, V
V
D
StRL 56 （1997

）, S. 235 （249

）.

（
8
）  

も
っ
と
も
我
が
国
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
、
国
立
大
学
の
入
学
式
や
卒
業
式
で
の
国
旗
掲
揚
や
国
歌
斉
唱
が
「
正
し
く
実
施
さ
れ
る

べ
き
」
と
さ
れ
る
な
ど
（
参
照
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
四
月
一
〇
日
朝
刊
二
面
）、《
対
国
家
性
》
を
重
視
す
る
「
大
学
の
自
治
」
コ
ン
セ

プ
ト
の
意
義
が
失
わ
れ
る
に
は
程
遠
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
9
）  

も
っ
と
も
、
行
政
法
学
で
は
か
ね
て
よ
り
、
大
学
の
組
織
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
徳
本
広
孝
『
学
問
・
試
験
と
行
政
法
学
』

（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
第
一
・
二
章
お
よ
び
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
文
献
を
参
照
。
ま
た
、
大
学
教
員
任
期
法
の
制
定
（
一
九
九
八
年
）、
京
都
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大
学
井
上
教
授
事
件
（
大
阪
高
判
平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
判
時
一
九
三
二
号
一
七
一
頁
）
や
種
々
の
法
改
正
を
経
て
、
憲
法
学
で
も
議
論
が

活
性
化
し
て
い
る
。
参
照
、
前
掲
注
（
4
）。

（
10
）  

本
稿
に
お
い
て
、「
制
度
的
保
障
」（
参
照
、
前
掲
注
（
1
））
と
異
な
る
、（
学
問
の
自
由
の
）「
制
度
的
理
解

0

0

0

0

0

（institutionelles Verständ-
nis

）」
の
語
を
用
い
る
の
は
、
後
述
の
ス
メ
ン
ト
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
制
度
的
理
解
は
、
学
問
の
自
由

を
制
度
的
保
障
と
し
て
捉
え
る
（
典
型
的
に
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
）
学
説
と
は
や
や
趣
旨
を
異
に
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
制
度

的
保
障
論
に
し
ろ
、
制
度
的
理
解
に
し
ろ
、
学
問
の
自
由
を
単
な
る
個
人
の
自
由
権
と
し
て
は
捉
え
な
い
点
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
的
保
障
論
も
、
広
義
の
制
度
的
理
解
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
参
照
、
後
掲
注
（
62
）。

（
11
）  

ド
イ
ツ
の
大
学
は
、
歴
史
的
に
み
て
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
中
世
の
大
学
は
、
経
済
的
に
は
独
立
し
て
い
た
も
の
の
、
精
神
面

で
教
会
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
一
種
の
職
能
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
絶
対
主
義
の
時
代
に
入
り
、
大
学
は
国
家
の
組
織
と
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
教
会
に
よ
る
拘
束
は
弱
ま
っ
た
も
の
の
、
代
わ
り
に
経
済
的
自
立
を
広
範
に
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
に
入

り
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
に
始
ま
る
近
代
の
ド
イ
ツ
大
学
が
誕
生
し
た
。
参
照
、Thom

as O
pperm

ann, Selbstverw
altung und staatliche 

Verw
altung, in: Ch. Fläm

ig 
（H

rsg.

）, H
dbW

issR, Bd. 1, 2. Aufl. 1996, S. 1009 

（1015

）. 

も
っ
と
も
近
時
、
歴
史
家
の
パ
レ
チ
ェ
ク

（Paletschek

）
が
、《
フ
ン
ボ
ル
ト
理
念
は
一
九
一
〇
年
代
に
創
り
出
さ
れ
た
「
神
話
」
で
あ
る
》
と
の
説
を
唱
え
、
世
界
中
で
盛
ん
な
論
議
を

生
ん
で
い
る
。
参
照
、
潮
木
守
一
『
フ
ン
ボ
ル
ト
理
念
の
終
焉
？
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
三
頁
以
下
。

（
12
）  

参
照
、
高
柳
信
一
『
学
問
の
自
由
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
一
三
頁
以
下
、
國
分
典
子
「
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
七
教
授
事
件
と
天
皇
機
関

説
事
件
」
法
学
研
究
六
八
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
三
五
九
頁
以
下
。

（
13
）  Klaus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. IV
/2, 2011, S. 726.

（
14
）  

学
問
の
自
由
規
定
に
は
、
一
八
三
一
年
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
一
七
条
（
＝
「
教
育
（enseignem

ent

）
は
自
由
で
あ
る
」）
か
ら
の
影
響
が
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
る
が
（
例
え
ばRudolf Sm

end, D
as Recht der freien M

einungsäußerung, V
V
D
StRL 4 

﹇1928

﹈, S. 44 

﹇57

﹈）、
ア
ン

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
特
殊
事
情
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
の
模
範
と
な
り
え
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。G

erhard A
nschütz, D

ie Verfassungs-
U
rkunde für den Preußischen Staat, Bd. I, 1912, S. 364 ff. 
ま
た
、
シ
ュ
テ
ル
ン
は
学
問
の
自
由
を
「
真
正
の
ド
イ
ツ
基
本
権
（genuin 
deutsches G

rundrecht

）」
だ
と
す
る
。Stern （Fn. 13

）, S. 724.

（
15
）  

一
八
四
八
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
で
は
、
一
七
条
に
同
文
言
の
条
文
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
16
）  W

erner W
eber, N

eue Aspekte der Freiheit von Forschung und Lehre, in: FS für W
ilhelm

 Felgentraeger, 1969, S. 225 （ebd.

）.
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（
17
）  

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
文
言
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
一
九
年
二
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
新
憲
法
制
定
の
た
め
開
催
さ
れ
た
国
民
議

会
で
は
、
学
問
の
自
由
に
関
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。H

enning Zwirner, Zum
 G
rundrecht der W

issen-
schaftsfreiheit, AöR 98 （1973

）, S. 313 （327

）.
（
18
）  
参
照
、A

nschütz （Fn. 14

）, S. 96 f., 369 ff.
（
19
）  G

erhard A
nschütz, D

ie Verfassung des deutschen Reichs vom
 11. August 1919, 1. Aufl. 1921, S. 228.

（
20
）  
参
照
、M

ichael Kloepfer, Einrichtungsgarantien, in: D. M
erten/H

.-J. Papier 

（H
rsg.

）, H
G
R, Bd. II, 2006, 

§ 43 Rn. 3 f.;  
M
ichael Stolleis, G

eschichte des öffentlichen Rechts in D
eutschland, Bd. III, 1999, S. 110.

（
21
）  

こ
れ
に
対
し
、
ト
リ
ー
ペ
ル
（Triepel

）
ら
の
有
力
な
異
論
が
あ
っ
た
が
、
一
般
に
、
立
法
者
が
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
末
期
に
至
る
ま
で
学
説
上
支
配
的
な
見
解
と
な
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
確
立
し
た
判
例
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
参
照
、
ラ

イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
小
山
剛
監
訳
）『
憲
法
の
優
位
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
七
四
頁
以
下
、
畑
尻
剛
『
憲
法
裁
判

研
究
序
説
』（
尚
学
社
、
一
九
八
八
年
）
第
二
章
、
宇
都
宮
純
一
『
憲
法
裁
判
権
の
理
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
第
三
章
、
宍
戸
常
寿
『
憲

法
裁
判
権
の
動
態
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
六
二
頁
以
下
。

（
22
）  Richard Thom

a, G
rundrechte und Polizeigew

alt 

（1925

）, in: ders. 

（hrsg. von H
. D
reier

）, Rechtsstaat - D
em
okratie - G

run-
drechte, 2008, S. 130 

（155

）. 

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
も
、
公
務
員
と
し
て
の
義
務
や
制
約
か
ら
、
大
学
教
員
が
免
除
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

A
nschütz （Fn. 19

）, S. 228.

（
23
）  

参
照
、A

rnold Köttgen, D
eutsches U

niversitätsrecht, 1933, S. 198.

（
24
）  W

alter Jellinek, Verw
altungsrecht, 3. Aufl. 1931, S. 521. 

も
っ
と
も
同
書
も
、
大
学
が
他
の
学
校
に
比
べ
れ
ば
自
由
な
地
位
に
あ
る
こ

と
を
認
め
、
大
学
の
自
治
や
教
授
・
学
習
の
自
由
を
一
応
、
承
認
し
て
い
る
。

（
25
）  Fritz Stier-Som

lo, U
niversitätsrecht, Selbstverw

altung und Lehrfreiheit, in: AöR N.F. 15 （1928

）, S. 360 （374 f.

）.

（
26
）  

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
・
第
二
部
第
一
二
章
（
下
等
・
高
等
学
校
に
つ
い
て
）

―
一
条
：「
学
校
な
ら
び
に
大
学
は
、
国
家
に
よ
る
機

関
（Veranstaltung

）
で
あ
り
、
若
者
に
有
益
な
知
識
と
学
問
を
教
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」、
二
条
：「
か
か
る
営
造
物
（Anstalten

）

は
、
国
家
が
前
も
っ
て
承
知
し
、
そ
の
認
可
を
得
る
場
合
に
の
み
設
立
さ
れ
う
る
。」、
六
七
条
：「
大
学
は
、
特
権
的
団
体
（privilegirte Cor-
porationen

）
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
有
す
る
。」、
六
八
条
：「
大
学
の
内
部
構
造
、
お
よ
び
、
団
体
の
事
項
（gem

einschaftliche Angelegen-
heiten

）
の
処
理
・
管
理
に
関
し
て
大
学
理
事
会
（academ

ischer Senat

）
お
よ
び
そ
の
統
轄
者
（Vorsteher

）
が
有
す
る
諸
権
利
は
、
特
権
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な
ら
び
に
国
家
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
個
々
の
大
学
の
学
則
（Statute

）
に
よ
り
、
定
め
ら
れ
る
。」

（
27
）  

例
え
ば
、G

eorg M
eyer/G

erhard A
nschütz, Lehrbuch des D

eutschen Staatsrechts, 7. Aufl. 1919, S. 825

は
、
一
七
世
紀
以
降
、

「
大
学
の
団
体
的
構
造
（korporative Verfassung

）
が
衰
弱
し
、
国
の
営
造
物
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、「
依

然
と
し
て
、
他
の
教
育
営
造
物
に
比
べ
て
、
団
体
と
し
て
の
高
い
独
立
性
を
維
持
し
て
い
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
参
照
、O

tto M
ayer, 

D
eutsches Verw

altungsrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 1924, S. 338.

（
28
）  
そ
の
指
摘
と
し
て
、W

olfgang Kahl, H
ochschule und Staat, 2004, S. 51 f. 

国
家
に
よ
る
取
り
締
ま
り
の
背
景
に
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲

法
が
置
か
れ
た
不
安
定
な
社
会
状
況
と
、
急
進
的
な
右
派
・
左
派
の
鋭
い
対
立
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
学
問
の
自
由
弾
圧
の
主
要
な
事
件

に
つ
い
て
興
味
深
い
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、Ernst Rudolf H

uber, D
ie deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. V

I, 1981, S. 990 
ff.

（
＝
右
派
弾
圧
）, 993 ff.

（
＝
左
派
弾
圧
）。
さ
ら
に
、Christoph G

usy, D
ie W

eim
arer Verfassung, 1997, S. 339 Fn. 46.

（
29
）  

参
照
、Zwirner （Fn. 17

）, S. 328 f.

（
30
）  Sm

end （Fn. 14

）, S. 56.

（
31
）  Ebenda.

（
32
）  Sm

end 

（Fn. 14

）, S. 57. 

パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
、
教
育
学
者
で
哲
学
者
。「
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
権
」
の
言
葉
は
、
一
八
九
八
年
三
月
に
公
刊
さ
れ

た
彼
の
講
演
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。Friedrich Paulsen, D

ie akadem
ische Lehrfreiheit und ihre G

renzen 

（1898

）, in: ders., G
esam

-
m
elte pädagogische Abhandlungen, 1912, S. 199. 

パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
大
学
論
に
つ
き
、
石
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
一
四
頁
以
下
。

（
33
）  Sm

end 

（Fn. 14

）, S. 59. 

そ
れ
に
続
い
て
、
学
問
の
自
由
条
項
が
大
学
に
妥
当
す
べ
き
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
観
念
主
義
の
遺
産
と
し
て
、
パ
ウ

ル
教
会
に
お
い
て
す
で
に
当
た
り
前
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
こ
の
条
項
の
意
義
は
、
そ
の
立
案
審
議
に
参
加
し
た
人
々
の
思

想
・
思
惑
が
区
々
で
あ
っ
た
た
め
に
、
必
ず
し
も
明
確
一
義
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
高
柳
・
前
掲
注

（
12
）
一
六
頁
。

（
34
）  Sm
end （Fn. 14

）, S. 64.

（
35
）  Ebenda. 

そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
、
学
問
の
自
由
条
項
を
、
思
想
史
的
に
関
連
の
あ
る
自
由
権
か
ら
分
離
さ
せ
、
公
的
制

度
に
関
わ
る
第
四
章
（
教
育
お
よ
び
学
校
）
の
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
は
、
適
切
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（Köttgen ﹇Fn. 23

﹈, S. 109 f.

も
同
旨
）。

（
36
）  Ebenda.

（
37
）  Sm

end （Fn. 14

）, S. 71.
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（
38
）  Sm

end （Fn. 14

）, S. 73.

（
39
）  Ernst Friesenhahn, Staatsrechtler und Verfassung, 1950, S. 10 f.; Kahl （Fn. 28

）, S. 49.
（
40
）  

例
え
ば
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
、「
基
本
権
の
過
大
評
価
」
が
再
び
生
じ
て
い
る
と
批
判
し
（G

erhard A
nschütz, D

iskussionsbeitrag, V
V
D
-

StRL 4 ﹇1928

﹈, S. 74 ﹇75

﹈）、
ト
ー
マ
は
、
ス
メ
ン
ト
の
議
論
を
「
日
曜
日
の
思
考
」
と
し
て
批
判
し
た
（Richard Thom

a, D
iskussions-

beitrag, V
V
D
StRL 4 

﹇1928

﹈, S. 85 

﹇86

﹈）。
こ
れ
に
対
し
て
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、「
こ
れ
ま
で
基
本
権
が
過
少
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
も
言
え

る
の
で
は
な
い
か
」
と
再
反
論
す
る
。H

einrich Triepel, D
iskussionsbeitrag, V

V
D
StRL 4 （1928

）, S. 89 ff.

（
41
）  Stier-Som

lo 
（Fn. 25

）, S. 383 ff.; G
ünter H

olstein, H
ochschule und Staat, in: M

. D
oeberl u.a. 

（H
rsg.

）, D
as akadem

ische 
D
eutschland, Bd. 3, 1930, S. 127 ff.; Friedrich Kitzinger, D

ie Freiheit der W
issenschaft und der Kunst, in: H

. C. N
ipperdey 

（H
rsg.

）, D
ie G
rundrechte und G

rundpflichten der Reichsverfassung, Bd. II, 1930, S. 449 （465 f.

）; Ernst Rudolf H
uber, Bedeu-

tungsw
andel der G

rundrechte, in: AöR N.F. 23 （1933

）, S. 1 （68 ff.

）; Köttgen （Fn. 23

）, S. 6, 110.

（
42
）  

シ
ュ
テ
ィ
ア
‐
ゾ
ム
ロ
ー
は
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
、
ト
ー
マ
と
と
も
に
、
一
九
二
二
年
に
結
成
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
の
最
初
の
幹
部
を

務
め
た
。Stolleis （Fn. 20
）, S. 187.

（
43
）  Stier-Som

lo （Fn. 25

）, S. 375 ff. 
フ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
大
学
の
自
治
の
制
度
的
な
保
護
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
、

―
も
ち
ろ
ん
、
制
度
的
保
障

の
言
葉
は
出
て
き
て
い
な
い
が

―
一
九
二
八
年
の
同
論
文
に
遡
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。M

ichael Fehling, in: R. D
olzer u.a. 

（H
rsg.

）, 
Bonner Kom

m
entar zum

 G
G, Art. 5 Abs. 3 （W

issenschaft

）, Rn. 30 Fn. 114 Fn. 144 （Stand: 2004

）。

（
44
）  

規
定
に
つ
き
参
照
、
前
掲
注
（
26
）。
営
造
物
説
の
立
場
か
ら
は
、
と
り
わ
け
一
・
二
条
が
強
調
さ
れ
る
。

（
45
）  

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
も
、
混
合
的
性
格
を
説
く
理
論
に
強
い
批
判
を
加
え
、
自
治
権
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
と
し
て
の
性
格
を

強
調
し
た
。H
olstein （Fn. 41

）, S. 130; Köttgen （Fn. 23
）, S. 33 ff., insbes. 44. 

大
学
史
に
つ
き
参
照
、
前
掲
注
（
11
）。

（
46
）  H

olstein （Fn. 41

）, S. 133.

（
47
）  H
olstein 

（Fn. 41

）, S. 137 ff. 

本
論
文
は
、
一
九
二
八
年
に
単
著
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
シ
ュ
テ
ィ
ア
‐
ゾ
ム
ロ
ー
や

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
献
に
そ
の
旨
の
出
典
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
存
在
を
現
在
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
は
既
に

一
九
二
五
年
の
時
点
で
、
大
学
の
自
治
を
論
じ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
48
）  Carl Schm

itt, Verfassungslehre, 1928, S. 170 ff.

（
49
）  Carl Schm

itt, Freiheitsrechte und institutionelle G
arantien der Reichsverfassung 

（1931

） in: ders., Verfassungsrechtliche 
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Aufsätze aus den Jahren 1924 -1954, 1958, S. 140 （151

）.

（
50
）  Richard Thom

a, D
ie juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im

 allgem
einen 

（1929

）, in: ders. 

（Fn. 22

）, S. 173 

（198 insbes. bei Fn. 21

）. 

さ
ら
に
参
照
、dens., D

ie Lehrfreiheit der H
ochschullehrer, 1952,  

S. 8.
（
51
）  W

eber （Fn. 16

）, S. 227.

（
52
）  G

erhard A
nschütz, D

ie Verfassung des deutschen Reichs vom
 11. August 1919, 14. Aufl. 1932, S. 660, 662.

（
53
）  A

nschütz （Fn. 52

）, S. 660. 

さ
ら
に
参
照
、Karl Rothenbücher, D

as Recht der freien M
einungsäußerung, V

V
D
StRL 4 （1928

）, 
S. 6 （37

）.

（
54
）  

ス
メ
ン
ト
の
学
問
の
自
由
解
釈
の
背
景
に
あ
る
国
家
観
・
憲
法
観
・
基
本
権
理
解
に
つ
き
、
西
原
博
史
「
統
合
と
自
由
」
早
稲
田
社
会
科
学
研

究
四
七
号
（
一
九
九
三
年
）
一
頁
以
下
、
三
宅
雄
彦
『
憲
法
学
の
倫
理
的
転
回
』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
55
）  Bernhard Schlink, D

as G
rundgesetz und die W

issenschaftsfreiheit, D
er Staat 10 （1971

）, S. 244 （266

）; Fehling （Fn. 43

）, Rn. 
12; Stern （Fn. 13

）, S. 731.

（
56
）  Sm

end （Fn. 14

）, S. 61.

（
57
）  

参
照
、W

erner W
eber, D

iskussionsbeitrag, V
V
D
StRL 27 （1969

）, S. 194 f.

（
58
）  Sm

end （Fn. 14

）, S. 66 f.

（
59
）  

ス
メ
ン
ト
は
、
大
学
に
お
け
る
教
授
の
自
由
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
依
拠
し
て
、「
新
し
い
精
神
的
〈
生
〉
の
、
倫
理
的
に
必
要
不
可
欠

な
形
態
で
あ
り
、
精
神
的
〈
生
〉
の
最
高
級
の
形
式
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
に
よ
り
「
保
護
さ
れ
る
法
益
は
、
ド
イ

ツ
観
念
論
の
意
味
で
の
研
究
・
教
授
の
自
由
で
あ
る
」
と
す
る
。Sm

end 

（Fn. 14

）, S. 60, 73 

（Leitsatz 3. b

））. 

さ
ら
に
参
照
、
後
掲
注

（
62
）。

（
60
）  Carl Schm

itt, G
rundrechte und G

rundpflichten （1932
）, in: ders. （Fn. 49

）,  S. 181 （214

）. 

ま
た
、
石
川
・
前
掲
注
（
1
）
一
二
一

頁
。

（
61
）  

参
照
、
三
宅
・
前
掲
注
（
54
）
五
四
頁
注
（
105
）、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
学
説
に
つ
き
さ
ら
に
、
日
比
野
勤
「
実
質
的
憲
法
理
論
の
形
成
と
統
合

理
論
（
一
）」
国
家
学
会
雑
誌
九
九
巻
九
・
一
〇
号
（
一
九
八
六
年
）
二
三
頁
。

（
62
）  

こ
の
点
、
西
原
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
、「
歴
史
的
な
由
来
と
現
状
は
…
…
ス
メ
ン
ト
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
」
が
、
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精
神
科
学
的
方
法
と
結
び
つ
き
、「
保
障
さ
れ
る
制
度
の
輪
郭
は
、
彼
の
場
合
は
価
値
づ
け
を
行
う
視
点
か
ら
出
て
く
る
」。
西
原
・
前
掲
注

（
54
）
一
一
頁
。
ま
た
、
ス
メ
ン
ト
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
学
説
に
強
く
影
響
を
受
け
た
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
が
、
学
問
の
自
由
条
項
は
、
学
問
と
い
う
自

律
的
領
域
の
承
認
を
企
図
し
て
お
り
、
大
学
は
間
接
的
に
保
障
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
、（
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
と
の
パ
ラ
レ
ル
を
論
じ

る
）
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
批
判
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。Köttgen （Fn. 23

）, S. 110 Fn. 1.
（
63
）  Schm

itt （Fn. 49

）, S. 152.

（
64
）  G

ünther H
olstein, in: F. Curschm

ann/ders./H
. Triepel, Stiftungsverm

ögen und Selbstverw
altungsrecht der U

niversität G
reif-

sw
ald, 1925, S. 17 （37 ff.

）.

（
65
）  H

ans G
erber, D

ie Rechtsgestalt der U
niversität im

 Zusam
m
enhang des staatlichen Lebens, 1933

（
強
調
原
文
）。
さ
ら
に
参
照
、

前
掲
注
（
45
）。

（
66
）  Rothenbücher （Fn. 53
）, S. 37 f.

（
67
）  M

artin G
ellerm

ann, G
rundrechte im

 einfachgesetzlichen G
ew
ande, 2000, S. 114.

（
68
）  

参
照
、
基
本
法
一
条
三
項
（
＝
「
以
下
の
基
本
権
は
、
直
接
に
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
、
立
法
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
を
拘
束
す
る
。」）、
同

一
九
条
二
項
（
＝
「
い
か
な
る
場
合
で
も
、
基
本
権
は
そ
の
本
質
的
内
実
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」）。

（
69
）  

参
照
、H

ans Klein, G
edanken über neuere Entw

icklungen im
 H
ochschulrecht, AöR, Bd. 90 

（1965

）, S. 129 

（135 f.

）; H
ans-

H
einrich Trute, D

ie Forschung zw
ischen grundrechtlicher Forschung und staatlicher Institutionalisierung, 1994, S. 275 f.; Kay 

W
aechter, Einrichtungsgarantien als dogm

atische Fossilien, D
ie Verw

altung 29, 1996, S. 47 

（49

）; U
te M

ager, Freiheit von 
Forschung und Lehre, in: J. Isensee/P. Kirchhof （H

rsg.

）, H
dbStR, Bd. V

II, 3. Aufl. 2009, 

§ 166 Rn. 27.

（
70
）  Trute （Fn. 69

）, S. 44.

（
71
）  H

elm
ut Schelsky, Einsam

keit und Freiheit, 1963, S. 179
（
邦
訳
と
し
て
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
〔
田
中
昭
徳
ほ
か
訳
〕『
大

学
の
孤
独
と
自
由
』〔
未
來
社
、
一
九
七
〇
年
〕
一
八
〇
頁
）。

（
72
）  

参
照
、
前
掲
注
（
35
）。

（
73
）  M

ager （Fn. 69

）, Rn. 6. 

（
74
）  Kahl 

（Fn. 28

）, S. 51. 

も
っ
と
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
、
こ
の
文
言
が
「
独
自
の
意
義
を
持
た
な
い
」
と
評
価
す
る
も
の
も

あ
っ
た
（A

nschütz ﹇Fn. 52

﹈, S. 665; Kitzinger ﹇Fn. 41

﹈, S. 449 Fn. 2.

）。
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（
75
）  Trute （Fn. 69

）, S. 41.

（
76
）  

こ
れ
に
よ
っ
て
、
研
究
と
教
授
の
統
一
と
い
う
フ
ン
ボ
ル
ト
理
念
を
表
現
し
た
と
か
（A

rnold Köttgen,  D
ie Freiheit der W

issenschaft 
und die Selbstverw

altung der U
niversität, in: F. L. N

eum
ann u.a. 

﹇H
rsg.

﹈, D
ie G
rundrechte, Bd. II, 1954, S. 291 

﹇296

﹈; Stern 

﹇Fn. 13

﹈, S. 734

）、
現
代
の
自
然
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
、
研
究
そ
の
も
の
の
危
険
性
と
並
ん
で
保
護
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
（M

ager 

﹇Fn. 69

﹈, Rn. 6

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
学
問
」
に
続
く
「
研
究
お
よ
び
教
授
」
の
文
言
は
保
護
領
域

を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
、
上
位
概
念
の
「
学
問
」
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
（BVerfG

E 35, 79 

﹇113

﹈;  
Rupert Scholz, in: T. M

aunz/M
. D
ürig （H

rsg.

）, G
G
-Kom

m
entar, Art. 5 Abs. 3 Rn. 9, 81, 85 ﹇Stand: 1977

﹈
な
ど
通
説
）、
実
質
的

に
考
え
て
も
、
研
究
は
学
問
の
最
も
根
本
的
な
要
素
で
あ
る
か
ら
、
条
文
に
「
研
究
」
の
文
言
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
上
の
差
異
が
生
じ

る
と
は
考
え
が
た
い
。

（
77
）  

学
問
の
自
由
に
関
し
て
、
基
本
法
制
定
に
あ
た
り
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
忠
誠
条
項
（Treueklausel

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る

邦
語
文
献
と
し
て
、
宮
沢
俊
義
『
法
律
学
に
お
け
る
学
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）
一
七
七
頁
以
下
、
石
村
修
『
憲
法
の
保
障
』（
尚
学
社
、

一
九
八
七
年
）
一
五
六
頁
以
下
。
こ
の
よ
う
な
制
約
は
す
で
に
「
教
授
（Lehre

）」
概
念
に
内
在
的
で
あ
り
、
本
条
項
に
よ
っ
て
、
学
問
に
対

す
る
な
ん
ら
か
の
付
加
的
な
制
約
が
規
範
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
言
わ
れ
る
が
、
い
ま
な
お
、
宣
言
的
・
警
告
的
意
義
（
闘
う
民
主

制
）
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。Klaus Stern, D

ie Verfassungstreueklausel des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 G
G
 ‒ Keine obsolete Re-

chtsnorm
, in: FS für U

do Steiner, 2009, S. 842 （853

）.

（
78
）  Schelsky （Fn. 71

）, S. 179

（
邦
訳
・
一
八
〇
頁
）。

（
79
）  

も
っ
と
も
基
本
法
下
に
お
い
て
は
、
文
化
高
権
を
有
す
る
州
が
、
個
々
の
憲
法
に
お
い
て
大
学
の
自
治
を
保
障
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
一
九
四
六
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
一
三
八
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
：「
大
学
は
、
自
治
の
権
利
を
有
す
る
。
学
生
は
、
彼

ら
の
事
項
が
問
題
と
な
る
限
り
で
、
参
加
す
る
も
の
と
す
る
」（
な
お
当
該
規
定
の
背
景
に
、
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
大
学
の
自
治
の
破
壊
が
あ
っ

た
こ
と
の
指
摘
と
し
て
、H

ans N
awiasky/Claus Leusser, D

ie Verfassung des Freistaates Bayern, 1948, S. 218

）。
ま
た
、
一
九
五
〇

年
の
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
‐
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
憲
法
一
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
大
学
は
「
国
家
に
よ
る
監
督
は
別
と
し
て
、
法
律
な
ら
び
に
国

家
か
ら
承
認
さ
れ
た
学
則
（Satzungen

）
の
枠
内
で
、
そ
の
特
別
な
地
位
に
応
じ
た
自
治
へ
の
権
利
を
有
す
る
」。
さ
ら
に
、
州
（
お
よ
び
ゲ
マ

イ
ン
デ
）
の
学
問
促
進
へ
の
義
務
に
言
及
す
る
憲
法
も
少
な
く
な
い
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
一
四
〇
条
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
‐
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
州
憲
法
一
八
条
一
項
な
ど
）。
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（
80
）   H

ans H
einrich Rupp, D

ie Stellung der Studenten in der U
niversität, in: V

V
D
StRL 27 

（1969

）, S. 113 

（115

）. 

も
っ
と
も
、
基

本
権
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
し
て
の
理
解
が
克
服
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
基
本
法
二
八
条
二
項
）
や
職
業
官
吏
制
（
基
本
法
三

三
条
五
項
）
等
の
他
の
制
度
的
保
障
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
議
論
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。Klein （Fn. 69

）, S. 137.
（
81
）  
例
え
ば
、
戦
後
、
比
較
的
初
期
の
重
要
な
文
献
で
あ
るFriesenhahn 

（Fn. 39

）; Thom
a, Lehrfreiheit 

（Fn. 50

）
は
、
多
く
の
頁
を
忠
誠

条
項
の
解
釈
に
割
い
て
い
る
。

（
82
）  
Ｗ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
の
直
接
的
継
承
」
と
描
写
す
る
。W

eber （Fn. 16

）, S. 229.

（
83
）  Zwirner （Fn. 17

）, S. 335 f.; Kahl （Fn. 28

）, S. 66.

（
84
）  

代
表
的
文
献
と
し
て
、H

ans J. W
olff, D

ie Rechtsgestalt der U
niversität, 1956. 

さ
ら
に
詳
し
く
は
、Kahl 

（Fn. 28

）, S. 74 ff.; 

徳

本
・
前
掲
注
（
9
）
三
‐
四
頁
。

（
85
）  

戦
後
初
期
の
代
表
的
な
教
科
書
の
記
述
と
し
て
、Theodor M

aunz, D
eutsches Staatsrecht, 1951, S. 89; H

erm
ann v. M

angoldt, D
as 

Bonner G
rundgesetz, 1953, S. 68

を
参
照
。

（
86
）  

ケ
ッ
ト
ゲ
ン
は
、
ス
メ
ン
ト
の
後
継
者
と
し
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
正
教
授
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
戦
前
の
行
政
学
教
科
書
（
初
版
：

一
九
三
六
年
）
は
、
当
時
の
法
実
証
主
義
を
克
服
し
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
の
法
的
思
考
は
、「
並
は
ず
れ
て
社
会
的
・
政
治

的
事
実
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
（Peter Badura, N

achruf: Arnold Köttgen, JZ 1967, 419 

﹇420

﹈）。
さ
ら
に
参
照
、
三
宅
・
前

掲
注
（
54
）
二
三
七
頁
以
下
。

（
87
）  Köttgen 

（Fn. 76

）, S. 299, 304; ders., D
as G
rundrecht der deutschen U

niversität, 1959, S. 18. 

ケ
ッ
ト
ゲ
ン
は
、
代
表
的
な
制
度

的
保
障
論
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
は
異
な
り
、
基
本
権
と
制
度
的
保
障
の
峻
別
を
否
定
す
る
。Köttgen, a.a.O.,  S. 21. 

彼
に

と
っ
て
、《
学
問
（
事
項
領
域
）‐
大
学
（
制
度
）‐
大
学
人
（
身
分
）》
の
連
環
は
密
接
不
可
分
で
あ
っ
っ
て
、
ゆ
え
に
、
学
問
の
自
由
が
必
然
的

に
客
観
化
さ
れ
、
制
度
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
参
照
、W

eber 

（Fn. 16

）, S. 228 f. 

さ
ら
に
参
照
、
三
宅
雄
彦
「
職
業
官

僚
制
に
お
け
る
制
度
と
身
分
」
新
潟
大
学
法
政
理
論
三
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
四
二
―
四
三
頁
。

（
88
）  W
erner W

eber, D
ie Rechtsstellung des deutschen H

ochschullehrers, 1952; H
ans G

erber, H
ochschule und Staat, 1953. 

両
者

と
も
に
、
基
本
法
五
条
三
項
に
は
、
個
人
の
研
究
・
教
授
の
自
由
と
並
ん
で
、
大
学
の
自
治
が
必
然
的
に
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
。

（
89
）  BVerfG

E 15, 256 （262

）. 

（
90
）  BVerfG

E 15, 256 （264

）.
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（
91
）  BVerfG

E 15, 256 （265

）.

（
92
）  Kahl （Fn. 28

）, S. 67 f. Fn. 402; Zwirner （Fn. 17

）, S. 335 f.
（
93
）  

ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
大
学
の
自
治
の
凋
落
に
つ
き
、Kahl （Fn. 28

）, S. 56 ff.
（
94
）  W

eber （Fn. 57

）, S. 194.
（
95
）  
参
照
、Zwirner 

（Fn. 17

）, S. 336. 

従
来
の
団
体
論
的
・
制
度
的
な
議
論
に
依
る
と
、
団
体
の
構
成
員
た
る
学
生
も
、
教
員
と
同
等
の
共
同

決
定
権
を
有
す
る
と
い
う
結
論
に
至
る
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
の
で
あ
る
。Rupp （Fn. 80

）, S. 128.

（
96
）  Rupp （Fn. 80

）, S. 117.
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栗
島　

智
明
（
く
り
し
ま　

と
も
あ
き
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
大
学
改
革
と
学
問
の
自
由

―
『
学
問
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
』
の
憲
法
適
合
性
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一

四
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
大
学
構
造
改
革
と
学
問
の
自
由

―
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
医
科
大

学
決
定
」『
自
治
研
究
』
第
九
一
巻
第
七
号
（
二
〇
一
五
年
）


